


 
 

（単位：円）

一般会計 生活福祉資金
特別会計

要保護世帯向け
不動産担保型

生活資金特別会計

生活福祉資金
貸付事務費
特別会計

臨時特例
つなぎ資金
特別会計

公益事業
特別会計

介護福祉士等
修学資金貸付事業

特別会計

収益事業
特別会計 計

備考
（対象団体シート
における項目）

会費収入 25,624,595 25,624,595 その他

寄附金収入 2,316,792 2,316,792 その他

分担金収入 47,604,900 47,604,900 その他

経常経費補助金収入 160,866,000 51,529,000 20,366,000 1,785,000 234,546,000 県からの財政支出金

助成金収入 9,352,900 9,352,900 その他

受託金収入 76,091,618 41,032,450 117,124,068 県からの財政支出金

貸付事業等収入 93,268,861 93,268,861 その他

事業収入 41,233,000 18,201,692 7,516,110 90,642,040 8,480,603 166,073,445 その他

共同募金配分金収入 7,044,000 7,044,000 その他

負担金収入 8,110,600 8,110,600 その他

雑収入 886,809 9 886,818 その他

受取利息配当金収入 1,611,770 11,157,378 1,367,146 14,136,294 その他

会計単位間繰入金収入 12,906,069 14,811,613 27,717,682 その他

会計単位外長期借入金収入 12,274,475 12,274,475 その他

経理区分間繰入金収入 51,802,312 1,347,150 53,149,462 その他

積立預金取崩収入 43,500,000 100,000 115,000,000 158,600,000 その他

繰越金 104,807 104,807 その他

長期運営資金借入金収入 1,200,000 1,200,000 その他

合計 488,951,365 122,727,931 12,274,475 67,540,613 7,516,110 153,387,640 118,152,146 8,585,419 979,135,699

人件費支出 176,889,076 23,654,041 2,683,687 58,567,330 2,676,975 2,169,796 266,640,905 人件費

事務費支出 26,117,127 5,775,333 335,735 17,926,298 241,936 26,347 50,422,776 管理費

事業費支出 123,330,560 31,330,599 704,700 58,152,076 24,985 5,654,384 219,197,304 事業費

貸付事業等支出 1,532,911 552,925,404 11,064,125 4,244,000 13,240,000 88,790,000 671,796,440 管理費

助成金支出 28,016,568 28,016,568 管理費

負担金支出 15,931,680 300,000 16,231,680 管理費

経理区分間繰入金支出 51,802,312 1,347,150 53,149,462 管理費

会計単位間繰入金支出 14,811,613 1,036,640 11,345,445 523,984 27,717,682 管理費

固定資産取得支出及び繰入支出 890,810 890,810 管理費

積立預金積立支出 59,974,923 4,084,210 65,000,000 129,059,133 管理費

会計単位外長期貸付金支出 12,274,475 12,274,475 管理費

流動資産評価減による資金減少額等 100,000 100,000 管理費

返還金支出 1,162,065 1,162,065 管理費

その他の支出 1,200,000 1,200,000 管理費

合計 485,685,967 584,195,702 11,064,125 66,340,613 16,964,122 148,500,364 156,733,896 8,374,511 1,477,859,300

3,265,398 △ 461,467,771 1,210,350 1,200,000 △ 9,448,012 4,887,276 △ 38,581,750 210,908 △ 498,723,601当期収支差額
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参考  老人福祉法 （ 抜粋 ） 

 

 

（老人福祉の増進のための事業）  

第十三条  地方公共団体は、老人の心身の健康の保持に資するための教養講座、レクリ

エーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加することができる事業（以下「老人

健康保持事業」という。）を実施するように努めなければならない。  

２  地方公共団体は、老人の福祉を増進することを目的とする事業の振興を図るとともに、

老人クラブその他当該事業を行う者に対して、適当な援助をするように努めなければなら

ない。  

 


